
公益財団法人日本プロスポーツ協会 

２０２１年度事業報告 

 

１．公益目的事業 

（１） 日本プロスポーツ大賞の開催 

当年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響と、当法人の体制がまだ事業を十分に実施

するに整っていないことから、昨年度に引き続き中止とした。 

次年度は、小規模ながらも再開できるよう、現在も調整を行っている。 

 

（２） プロスポーツ年鑑の発行 

２０１７年度までは発行済である。プロスポーツ年鑑に代わる会報誌の刊行を決定し、発刊に向

けて逐次準備している状況である。 

 

 

２．運営の状況 

（１）内閣府への対応 

前年度において、運営組織及び事業活動の状況に関する報告の提出を行い、公益認定等委員会で

諮問にかけられた結果、おおむね了承されたが、引き続き半年ごとの報告を要請された。これを受

けて、令和 3年 9月 30日付および令和 4年 3月 31日付で報告書を提出した。 

 

（２） 評議員会 

① 令和 3年 8月 6日 定時評議員会 

議案：令和 2年度事業報告並びに決算承認の件 

議案：理事選任の件 

議案：定款変更の件 

議案：令和 3年 3月 31日内閣府提出報告書の件 

（３） 理事会 

① 令和 3年 6月 29日 

議案：令和 2年度事業報告並びに決算承認の件  

議案：ホームページリニューアルの件 

議案：定時評議員会開催の件 

② 令和 3年 9月 29日 

議案：内閣府に対する報告書提出の件 

③ 令和 4年 3月 25日 

議案：令和 4年度事業計画及び収支予算の件 

議案：会報誌の創刊及び第 52回日本プロスポーツ大賞の件 

議案：内閣府に対する報告書提出の件 



３．役員等の状況（敬称略：令和 4年 3月 31日現在） 

（１） 評議員 

新田渉世、泊三夫、下平坦、池田克彦、奥原正明 

（２） 理事 

秋山政徳（代表理事）、黒野匡彦、片山泰祥 

（３）監事 

 福島直 

 

 

 

附属明細書について 

令和 3 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第３項に

規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、附属明細書を作成しない。 


